
提

出

者

河

村

た

か

し

平
成
十
八
年
六
月
十
五
日
提
出

質

問

第

三

五

八

号

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
最
適
化
計
画
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

358



住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
最
適
化
計
画
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
国
の
各
省
庁
は
、
「
最
適
化
計
画
」
な
ど
と
称
す
る
業
務
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
の
抜
本
的
な
変
革
を
行
う
計

画
を
進
行
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
入
国
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
個
人
情
報
を
、
省
庁
を
越
え
て
「
一
元
管
理
」
す
る
計

画
が
進
行
中
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
実
現
す
る
な
ら
ば
、
各
省
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
情
報
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
容
易
に
結

合
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
、
個
人
情
報
の
一
元
管
理
（
名
寄
せ
、
デ
ー
タ
マ
ッ
チ
ン
グ
）
に
よ
る
国
民
や
外
国
人
入
国
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
懸
念
が
強
く
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
以
下
の
点
に
つ
き
質
問
す
る
。

�

「
最
適
化
計
画
」
関
連

（
�
）

各
省
庁
に
お
い
て
、
業
務
、
シ
ス
テ
ム
等
の
「
最
適
化
計
画
」
（
例
え
ば
、
「
法
務
省
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
共

通
シ
ス
テ
ム
）
最
適
化
計
画
」
、
「
社
会
保
険
業
務
の
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
計
画
」
な
ど
）
、
も
し
く
は
こ
れ

に
類
す
る
計
画
が
存
在
す
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

存
在
す
る
場
合
は
、
省
庁
毎
に
、
そ
の
�
計
画
名
、
�
計
画
内
容
を
記
載
し
た
文
書
名
、
�
文
書
の
作
成
名
義
、

一



�
文
書
の
作
成
年
月
日
、
�
公
刊
な
い
し
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
入
手
方
法
等
に
つ

い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）
�

「
最
適
化
計
画
」
に
お
い
て
は
、
一
省
庁
で
一
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

目
指
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
目
的
を
簡
潔
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）
�

さ
ら
に
、
霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
や
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
を
通
じ
て
、
省
庁
を
越
え
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
こ
と
が
目
指

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

目
指
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
目
的
を
簡
潔
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
れ
に
関
す
る
計
画
が
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
文
書
名
、
作
成
者
名
、
作
成
年
月
日
等
に
つ
い
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
資
す
る
よ
う
に
、
各
業
務
、
各
省
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｓ
（
基
本

ソ
フ
ト
）
の
共
通
化
や
、
使
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
共
通
化
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

二



（
�
）

更
に
、
各
業
務
毎
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
仕
様
を
共
通
化
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

た
と
え
ば
、
法
務
省
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
適
正
化
に
向
け
て
、
省
内
の
各
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
統
合
に

よ
り
、
一
府
省
一
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
現
を
め
ざ
し
、
従
来
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
「
法
務
省
Ｗ
Ａ
Ｎ
」
）
を
新
た
な

法
務
省
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
「
法
務
省
Ｎ
Ｗ
」
）
と
し
て
再
構
築
し
、
「
法
務
省
Ｎ
Ｗ
」
に
接
続
す
る
す
べ
て
の

端
末
間
で
情
報
の
共
有
を
可
能
に
し
、
か
つ
運
用
管
理
の
一
元
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
質
問
す
る
。

�

上
記
共
有
を
図
る
情
報
に
は
、
国
民
（
被
疑
者
、
被
告
人
を
含
む
）
の
個
人
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
情
報
の
内
容
を
網
羅
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
場
合
、
国
民
個
々
人
を
検
索
・
名
寄
せ
す
る
「
検
索
キ
ー
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
構
想
し
て
い
る

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
利
用
の
実
態
に
つ
い
て

（
�
）

各
府
省
及
び
独
立
行
政
機
関
が
所
管
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
地
方
公
共
団
体
と
の
接
続
に
つ
い
て

�

既
に
霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
を
利
用
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
利
用
を
予
定
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

課
題
が
解
決
す
れ
ば
霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
利
用
が
可
能
と
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。
こ
の
場
合
の
「
課
題
」
と
は
何
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

総
務
省
主
管
の
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
「
立
法
府
の
要
請
や
自
営
回
線
の
敷
設

に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
高
度
な
独
立
性
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
現
時
点
に
お
い
て
は
霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ

Ｎ
・
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
利
用
が
困
難
な
シ
ス
テ
ム
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

�

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
法
の
改
正
が
な
さ
れ
れ
ば
、
霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ
Ｎ
と
の
接
続
・
利
用
が
可
能
と
い
う
見
解
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
現
時
点
に
お
い
て
は
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
将
来
、

霞
ヶ
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
利
用
を
す
る
こ
と
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
外
国
人
入
国
管
理
」
関
係

（
�
）

既
に
、
平
成
一
七
年
一
月
四
日
よ
り
、
「
事
前
旅
客
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
）
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
聞

く
が
、
以
下
そ
の
シ
ス
テ
ム
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

四



�

「
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
」
は
、
「
航
空
会
社
が
搭
乗
手
続
時
に
取
得
し
た
旅
客
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
電
子
デ
ー
タ

と
し
て
受
け
、
警
察
庁
、
法
務
省
及
び
財
務
省
の
各
省
庁
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
自
動
的
に
照
合
す
る
こ

と
に
よ
り
、
厳
正
な
入
国
管
理
局
に
よ
る
上
陸
審
査
、
税
関
に
よ
る
検
査
及
び
国
際
組
織
犯
罪
や
テ
ロ
等
に
係
る

警
察
に
よ
る
取
締
り
の
効
率
化
等
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
お
り
か
。

�

参
加
す
る
日
本
の
官
署
は
、
警
察
庁
、
法
務
省
、
財
務
省
だ
け
か
、
他
に
も
存
す
る
な
ら
、
そ
の
官
署
名
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

日
本
人
も
含
む
全
て
の
旅
客
、
乗
務
員
の
情
報
が
収
集
、
提
供
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

い
か
な
る
「
旅
客
情
報
」
が
収
集
、
提
供
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

航
空
会
社
と
前
記
省
庁
の
間
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

旅
客
等
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
た
航
空
会
社
は
、
情
報
を
ど
こ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
提
供
す
る
の
か
。

前
記
省
庁
そ
れ
ぞ
れ
に
提
供
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
元
的
に
提
供
す
る
先
が
存
す
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
機
関
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

前
記
省
庁
が
照
合
に
使
用
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
記
録
さ
れ
て
い
る
情

五



報
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

航
空
会
社
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
と
上
記
省
庁
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
を
照
合
す
る
主
体
は
ど
こ
か
。

照
合
し
た
結
果
は
ど
こ
に
、
集
約
さ
れ
る
の
か
。
具
体
的
な
機
関
名
お
よ
び
そ
の
方
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

�

提
供
さ
れ
た
情
報
お
よ
び
照
合
し
た
結
果
の
デ
ー
タ
は
、
ど
こ
の
機
関
が
、
ど
の
よ
う
に
保
管
管
理
す
る
の

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
保
管
期
間
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

⑩

Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
の
設
置
、
運
営
に
関
す
る
規
程
の
存
否
及
び
そ
の
名
称
、
制
定
者
、
制
定
年
月
日
に
つ
い
て
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

�
成
田
空
港
、
及
び
、
関
西
空
港
に
「
顔
認
証
」
機
能
の
つ
い
た
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
�
同
カ

メ
ラ
シ
ス
テ
ム
と
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
が
関
連
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
更
に
、
�
関
連
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
関
連
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

現
在
、
外
国
人
入
国
者
の
個
人
情
報
を
一
元
管
理
す
る
計
画
が
存
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

六



（
�
）

仮
に
、
計
画
が
存
す
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
文
書
名
、
作
成
名
義
、
作
成
年
月
日
等
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

（
�
）

計
画
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
特
に
、
�
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
と
の
関
係
、
�
計
画
に
お
い
て
は
、
ど
の
機
関
が
収

集
・
管
理
す
る
、
ど
の
よ
う
な
個
人
情
報
を
、
一
元
管
理
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
、
�
一
元
管
理
を
行

う
機
関
と
し
て
は
、
ど
の
省
庁
が
管
轄
す
る
、
ど
の
よ
う
な
機
関
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
、
�
い
か
な
る
仕
組
み

で
一
元
管
理
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

特
定
の
「
入
国
外
国
人
」
を
検
索
、
名
寄
せ
す
る
場
合
の
「
検
索
キ
ー
」
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
検
討

し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
特
に
、
「
指
紋
」
「
掌
紋
」
「
光
彩
」
「
静
脈
」
「
顔
貌
」
情
報
等
で
検

索
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）
�

「
法
務
省
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
共
通
シ
ス
テ
ム
）
最
適
化
計
画
」
に
お
い
て
も
、
出
入
国
管
理
業
務
等
の
シ

ス
テ
ム
の
「
最
適
化
」
が
計
画
さ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
計
画
の
中
で
、
出
入
国
者
の
、
指
紋
、
静
脈
、
顔
な
ど
の
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ス
ク
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

が
、
計
画
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七



�

同
計
画
の
中
で
、
Ｉ
Ｃ
旅
券
認
証
シ
ス
テ
ム
、
生
体
情
報
シ
ス
テ
ム
、
自
動
化
ゲ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
要
を
説
明
さ

れ
た
い
。

�

同
計
画
の
中
で
、
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
」
な
る
も
の
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

�

同
計
画
に
お
い
て
、
他
の
官
署
（
警
察
庁
な
ど
）
と
の
連
携
、
協
同
が
検
討
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
検
討
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
計
画
と
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
及
び
外
国
人
入
国
者
情
報
の
一
元
管
理
化
計
画
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

八


